
令 和 ３ 年 １ 月 

 

受 講 者 各 位 

 

陸運労災防止協会静岡県支部 

 

 

技能講習（フォークリフト・ショベルローダー等） 

における受講コースの一部廃止について 

 

 

現在、当教習機関が実施しておりますフォークリフト・ショベル

ローダーの運転技能講習につきましては、フォークリフトが３種類

のコース（１１・３１・３５時間）、ショベルローダーにつきまして

は２種類のコース（１１・３１時間）にて実施をしておりますが、

諸般の事情により、双方の１１時間コースは本年３月（令和２年度）

をもって廃止することといたしました。 

このため、ショベルローダーは２月の講習日程終了時点、フォー

クリフトでは３月の講習日程終了時点で、１１時間コースの学科ま

たは実技を欠席しておりますと受講資格がなくなり、受講料も返金

されませんので、当該コースでお申込みをされます際は十分ご注意

ください。 


